
綾瀬市健康増進事業実施要綱  

綾瀬市健康増進事業実施要綱（平成２０年４月１日施行）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１７条第１項及び

第１９条の２に基づき実施する健康増進事業及び医療保険各法のうち綾瀬市が別に

定める方法で行うことが適当と認められる同種事業の実施に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

 （健康増進事業及び対象者） 

第２条 市が実施する健康増進事業及び対象者は、別表１のとおりとする。 

２ 前項に規定する者のほか、市長が健康増進事業を実施することが適当であると認

める者を対象者にすることができる。 

（実施機関） 

第３条 健康増進事業は、市長と委託契約を締結した医療機関（以下「診査機関」と

いう。）及び市が実施する。 

 （受診券） 

第４条 市長は、次に掲げる健康増進事業の対象者に対し、受診券を交付するものと

する。 

(1) 健康診査（基本検査及び詳細検査) 

(2) 乳がん検診 

(3) 子宮がん検診 

(4) 胃がん検診 

(5) 肺がん検診 

(6) 大腸がん検診 

(7) 成人歯科健診 

２ 前項各号に掲げる健康増進事業の対象者は、受診する際に受診券を診査機関に提

出するものとする。 

（費用の額の算定基準） 

第５条 第２条第１項に規定する健康増進事業の実施に要する費用の額の算定基準は、

市長が別に定めるものとする。 

 （一部負担金） 



第６条 第２条第１項に規定する健康増進事業のうち、別表２の健康診査の種類の項

に掲げる健康診査（以下「健康診査」という。）を受ける者（以下「受診者」とい

う。）は、健康診査の費用の一部（以下「一部負担金」という。）として、別表２

の健康診査の種類に応じ、それぞれ金額の欄に定める額を負担するものとする。 

２ 受診者は、健康診査を受診する際に市長又は診査機関に一部負担金を支払うもの

とする。 

（一部負担金の免除） 

第７条 前条第１項の規定にかかわらず、市長は、受診者が次に掲げる者であるとき

は、一部負担金を免除することができる。 

(1) 実施年度７０歳以上の者 

(2) 生活保護世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）の規定による生活支援給付を受けている者 

(3) 市民税非課税世帯に属する者 

（免除の申請等） 

第８条 前条の規定により、一部負担金の免除を受けようとする受診者（前条第２号

に掲げる者であって、健康診査（基本検査及び詳細検査）、健康診査（追加検査）、

肝炎ウイルス検査、前立腺がん検診を受診する場合及び前条第３号に掲げる者であ

って、成人歯科検診を受診する場合を除く。）は、健康診査を受診する前に綾瀬市

健康増進事業に係る費用免除申請書（第１号様式）（以下「免除申請書」という。 

）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、免除申請書の提出があったときは、これを審査し、綾瀬市健康増進事業

に係る費用免除承認書（第２号様式）（以下「費用免除承認書」という。）により

免除申請書を提出した者に通知するものとする。 

３ 費用免除承認書を受けた受診者が健康診査を受診するときは、第４条第１項の受

診券及び費用免除承認書を診査機関に提示しなければならない。 

（一部負担金の助成） 

第９条 市長は、受診者が免除申請書を提出することができない特別の事業があると

認めたときは、一部負担金に相当する額を助成することができる。 

２ 前項の規定により一部負担金の助成を受けようとする者は、綾瀬市健康増進事業



に係る費用助成申請書（第３号様式）（以下「助成申請書」という。）に次に掲げ

る書類を添えて市長に提出するものとする。 

 (1) 一部負担金として支払ったことが分かる領収書 

(2) 健診結果の写し 

３ 市長は、助成申請書の提出があったときは、その内容を審査し、綾瀬市健康増進

事業に係る費用助成決定通知書（第４号様式）（以下「助成決定通知書」という。

）により助成申請書を提出した者に通知するものとする。 

４ 助成決定通知書を受けた者は、綾瀬市健康増進事業に係る費用助成請求書（第５

号様式）を市長に提出し、助成を受けるものとする。 

（記録及び通知） 

第１０条 診査機関は、その結果を別に定める記録票に記録するものとする。 

２ 診査機関は、前項に規定する記録票を市長に提出するとともに、受診者に結果を

通知するものとする。 

 （不正利得の返還） 

第１１条 市長は、偽りその他不正な手段により、健康増進事業を受けた者があると

きは、健康増進事業に要した費用に相当する額を返還させるものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、健康増進事業の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の綾瀬市健康増進事業実施要綱の規定は、この要綱の施行

の日以後に実施される健康増進事業から適用し、同日前に実施された健康増進事業

については、なお従前の例による。 

３ 改正前の様式に基づいて作成された用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 

 附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表１（第２条関係） 

種 類 
対象者 

年齢 要件 

健康手帳の交付 ４０歳以上  

健康教育 ４０歳から６４歳まで 本人又はその家族 

健康相談 

訪問指導 
４０歳から６４歳まで 療養上の保健指導が必要であると認

められる者 

健康診査（基本検査

及び詳細検査） 

４０歳以上 生活保護を受給している世帯の世帯

員 

健康診査（追加検査

） 

４０歳以上 生活保護を受給している世帯の世帯

員又は国民健康保険以外の被保険者 

肝炎ウイルス検査 ４０歳  

４１歳以上 過去に検査を受けたことがない者 

乳がん検診 ３０歳以上 女性 

子宮がん検診 ２０歳以上 女性 

胃がん検診 
４０歳以上 内視鏡検査については、５０歳以上

の偶数年齢になる者 

肺がん検診 ４０歳以上  

大腸がん検診 ４０歳以上  

前立腺がん検診 ５０歳以上 男性 

成人歯科健康診査 
４０歳、５０歳、６０

歳、７０歳 

 

備考 

１ 対象者は、市内に居住する者（健康診査（基本検査及び詳細検査）を除く。）

とする。 

２ 対象年齢は、実施年度末における年齢とする。 



別表２（第６条関係） 

健康診査の種類 検査内容 実施場所 金額 

健康診査（追加検

査） 

 
医療機関 

５００円 

肝炎ウイルス検査 

Ｃ型肝炎検査及びＨ

Ｂｓ抗原検査 
医療機関 

１，２００円 

Ｃ型肝炎検査 １，１００円 

ＨＢｓ抗原検査 ６００円 

乳がん検診 

エコー検査 
保健福祉プラザ等 １，２００円 

医療機関 １，４００円 

視触診・エックス線

２方向 

保健福祉プラザ等 ２，５００円 

医療機関 ２，８００円 

視触診・エックス線

１方向 

保健福祉プラザ等 ２，０００円 

医療機関 ２，３００円 

子宮がん検診 
頸部 

保健福祉プラザ等 １，３００円 

医療機関 １，８００円 

頸部・体部 医療機関 ３，０００円 

胃がん検診 
バリウム検査 

保健福祉プラザ等 １，５００円 

医療機関 ４，０００円 

内視鏡検査 医療機関 ４，５００円 

肺がん検診 

エックス線 
保健福祉プラザ等 

９００円 

（５００円） 

医療機関 １，６００円 

エックス線・喀痰 
保健福祉プラザ等 

２，１００円 

（１，４００円

） 

医療機関 ２，８００円 

大腸がん検診 便潜血反応 
保健福祉プラザ等 ７００円 

医療機関 １，０００円 



前立腺がん検診  医療機関 １，０００円 

成人歯科健康診査  医療機関 ５００円 

備考 

１ 保健福祉プラザ等とは、保健福祉プラザその他市の指定する場所をいう。 

２ （）内は、特定健康診査（胸部レントゲン含む。）と同時に受診した場合の金 

額とする。 

３ この表に規定されていない健康増進事業については、無料とする。 

 

 



第１号様式（第８条関係） 

綾瀬市健康増進事業に係る費用免除申請書 

      

年   月   日 

  （宛先）綾 瀬 市 長 

 

 次のとおり、費用の免除を受けたいので申請します。 

  なお、費用免除の審査に当たり、申請者の住民情報を住民基本台帳により、生活保

護等受給状況及び世帯の市民税の課税状況を課税台帳により確認することについて同

意します。 

※ 太枠内を記入してください。 

ふりがな   生年月日 

氏  名   年   月   日（満   歳） 

住  所 
 

電話番号   （   ） 

検診の 

種類 

１ 乳がん検診   ２ 子宮がん検診 

３ 胃がん検診   ４ 肺がん検診 

５ 大腸がん検診  ６ 肝炎ウイルス検査 

７ 前立腺がん検診 ８ 成人歯科健康診査 

← 該当する番号に○をつ 

けてください。 

理  由 

１ 市民税非課税世帯 

（成人歯科健康診査は除く） 

２ 生活保護受給世帯 

３ 中国残留邦人等支援法該当者 

 

← 該当する番号に○をつ 

けてください。 

 

（担当課欄） 

決裁欄 起案日 ・    ・ 

   

決裁日 ・    ・ 

決定区分 □承認する □承認しない 



第２号様式（第８条関係） 

綾瀬市健康増進事業に係る費用免除承認書 

  年  月  日 

            様  

          について、免除者であることを承認します。 

 

綾 瀬 市 長  印 

費用免除者記入欄 

  次の費用について、次の医療機関にその請求を委任します。  

 

                      氏 名               

※受託医療機関記入欄 

受 診 年 月 日 年    月    日 

受  診  費  用     円 

医 療 機 関 名 所 在 地 

医療機関名 

代表者氏名                               

電話番号 

〔申請者→受託医療機関→綾瀬市〕 

 



第３号様式（第９条関係） 

  

綾瀬市健康増進事業に係る費用助成申請書 

年   月   日  

（宛先）綾 瀬 市 長  

 

次のとおり、健康増進事業に係る費用の助成を受けたいので申請します。 

なお、費用免除の審査に当たり、申請者の住民情報を住民基本台帳により、生活

保護等受給状況及び世帯の市民税の課税状況を課税台帳により確認することについ

て同意します。 

※  太枠内を記入してください。 

ふりがな  生年月日 

氏 名    年   月   日（満   歳） 

住 所 
                 電話番号   （   ） 

検診の 

種類 

１ 乳がん検診   ２ 子宮がん検診 

３ 胃がん検診   ４ 肺がん検診 

５ 大腸がん検診  ６ 肝炎ウイルス検査 

７ 前立腺がん検診 ８ 成人歯科健康診査 

← 該当する番号に○をつ 

けてください。 

理 由 

１ 市民税非課税世帯 

（成人歯科健康診査は除く） 

２ 生活保護受給世帯 

３ 中国残留邦人等支援法該当者 

← 該当する番号に○をつ 

けてください。 

助成額 円  

（担当課欄） 

このことについて、次のとおり決定してよいでしょうか。また、決裁後は、第

４号様式により通知してよいでしょうか。 

決 裁 欄 起案日 ・  ・ 

   決定日 ・  ・ 

決定区分 
 □ 助成する   

 □ 助成しない 

公 印  

 



第４号様式（第９条関係） 

 

綾瀬市健康増進事業に係る費用助成決定通知書 

 

年   月   日  

 

               様 

 

                       綾 瀬 市 長  印 

 

   年  月  日付けで申請のありました綾瀬市健康増進事業に係る費用

の助成について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 決定区分   □ 助成する  

□ 助成しない 

           （助成しない理由               ） 

        

  検診の種類  □ 乳がん検診 

□  子宮がん検診 

□  胃がん検診 

□  肺がん検診 

□  大腸がん検診 

□  肝炎ウイルス検査 

□  前立腺がん検診 

□  成人歯科健康診査 

            

２ 助成決定額             円 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第９条関係） 

 

綾瀬市健康増進事業に係る費用助成請求書 

 

年   月   日    

 

（宛先）綾 瀬 市 長  

      住 所                 

            氏 名                   

次の金額を請求いたします。 

件    名 金   額 

健康増進事業に係る助成金            円 

 

振 込 先 

フリガナ  

口座名義人  

金融機関コード  支店コード  

金融機関名 

銀  行  

信用金庫 

信用組合 

農  協 

支店名 店 

預金種目 □ 普通・総合 □ 当座 口座番号  

 

 

 


